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(57)【要約】
　本発明は、流体、特にガス流から固体粒子を分離する
装置及び方法に関する。この装置は、特に、内燃エンジ
ン又は真空掃除機と関連して用いられる。この装置は、
２段静電式集塵器と関連して用いられる少なくとも２つ
の軸方向共通サイクロン分離器要素、即ち、内側サイク
ロン分離器要素及び外側サイクロン分離器要素を含むサ
イクロン分離器手段を有する。この装置は、ガス流が経
時的に変化する場合でも流体の効率的な濾過を可能にす
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流通する流体から粒子を除去することにより清掃を行う装置であって、１つ又は２つ以
上の入口及び流体の流れの案内手段を備えていて、実質的に前記流体の流れの経路中に位
置決めされたサイクロン分離器手段と、実質的に前記流れ中に位置決めされた少なくとも
１つの静電式集塵器手段とを有し、前記サイクロン分離器手段は、共通軸線に沿って同心
形態で設けられた少なくとも２つの軸流サイクロン分離器要素を含む、装置。
【請求項２】
　前記サイクロン分離器要素は、外側の前記サイクロン分離器要素から内側の前記サイク
ロン分離器要素まで分離効率が高くなる順に互いに嵌合状態で配置されている、請求項１
記載の装置。
【請求項３】
　第１の内側の前記サイクロン分離器要素の入口が、第１の外側の前記サイクロン分離器
要素の入口に対して実質的にオフセットした状態で位置決めされている、請求項１記載の
装置。
【請求項４】
　前記装置は、内燃エンジンへの空気流と関連して用いられる、請求項１記載の装置。
【請求項５】
　前記集塵器は、コロナ放電を増大させる少なくとも２つのエミッタ箇所を有する、請求
項１記載の装置。
【請求項６】
　前記静電式集塵器手段の一段は、少なくとも１つのエミッタレールである、請求項５記
載の装置。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのエミッタレールは、負に帯電している、請求項６記載の装置。
【請求項８】
　前記装置は、流体の流れを前記装置中に差し向ける少なくとも１つの入口ダクトを有す
る、請求項１記載の装置。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのエミッタレールは、前記少なくとも１つの入口ダクト内に収容さ
れた状態で、前記少なくとも１つの入口ダクト内を流れる粒子に負の電荷を与える、請求
項８記載の装置。
【請求項１０】
　前記静電式集塵器手段の一段は、１枚又は２枚以上のプレートを設けたものである、請
求項４記載の装置。
【請求項１１】
　前記プレートのうちの少なくとも１枚は、正に帯電している、請求項１０記載の装置。
【請求項１２】
　前記プレートのうちの少なくとも１枚は、前記流れ中の負に帯電した粒子を前記少なく
とも１枚の正に帯電したプレートの方に推進させるよう負に帯電している、請求項１０記
載の装置。
【請求項１３】
　少なくとも２枚の負及び正に帯電したプレートが設けられ、前記プレートは、隣り合う
前記プレートが互いに逆の電荷を帯びるよう交互に配置されている、請求項１２記載の装
置。
【請求項１４】
　前記プレートは、前記外側のサイクロン分離器要素の外面に取り付けられている、請求
項１０記載の装置。
【請求項１５】
　前記サイクロン分離器手段は、前記静電式集塵器手段の第１段と第２段の中間に配置さ
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れている、請求項１記載の装置。
【請求項１６】
　前記１つ又は２つ以上のサイクロン分離器要素は、前記サイクロン分離器要素中を流れ
る前記流体に螺旋流体流れを生じさせ、その結果生じた遠心力により、前記流体中に含ま
れた粒子の少なくとも一部分が前記サイクロン分離器手段を包囲した壁に衝突し、それに
より前記流体の流れから前記粒子の一部分が除去される、請求項１記載の装置。
【請求項１７】
　各前記サイクロン分離器要素は、前記サイクロン分離器要素内の前記流体のサイクロン
運動を生じさせると共にこれを維持する壁及び少なくとも１つのサイクロン案内手段を有
する、請求項１６記載の装置。
【請求項１８】
　前記サイクロン分離器手段により生じた前記流体の流れの少なくとも一部が、前記静電
式集塵器手段の前記第２段を掃流する、請求項１５記載の装置。
【請求項１９】
　前記集塵器は、所与の期間にわたりターンオフされ、それにより前記プレートと関連し
た電荷が除かれる、請求項１記載の装置。
【請求項２０】
　前記プレートに供給される電流は、前記流体の流れの速度が或る特定のレベルに達する
と、遮断される、請求項１９記載の装置。
【請求項２１】
　前記プレートは、サイクロン分離器要素に取り付けられている、請求項１１記載の装置
。
【請求項２２】
　電流を前記プレートに供給する電線が、前記第１のサイクロン案内手段内に配置されて
いる、請求項２１記載の装置。
【請求項２３】
　前記第１のサイクロン案内手段は、互いに逆符号に帯電した前記プレート相互間のアー
キングを阻止する絶縁状態の接続レール手段を有する、請求項２２記載の装置。
【請求項２４】
　前記集塵器手段は、第１のサイクロン分離器要素と第２のサイクロン分離器要素との間
に配置されている、請求項１記載の装置。
【請求項２５】
　前記静電式集塵器手段の第２段の前記プレートは、前記プレートが取り付けられた前記
第１の外側サイクロン案内手段から軸方向に延びており、前記プレートは、前記第１及び
/又は前記第２のサイクロン分離器手段を通って流れる流体と接触関係をなすよう内方と
外方の両方に延びている、請求項２４記載の装置。
【請求項２６】
　前記サイクロン集塵器プレートは、形状が実質的に環状である、請求項２５記載の装置
。
【請求項２７】
　前記装置は、前記流体の流れから除去された粒子の収集に適したホッパ手段を有する、
請求項１記載の装置。
【請求項２８】
　前記ホッパ手段は、前記流体の流れから除去された前記粒子が前記流体の流れに再び入
るのを阻止するようテーパしている、請求項２７記載の装置。
【請求項２９】
　前記少なくとも１つの入口ダクト及び/又は前記１つ又は２つ以上のサイクロン分離器
要素は、前記装置内の前記流体を低温状態に保つのに十分に高い撓み温度を有する１種類
又は２種類以上のポリマーで構成されている、請求項１記載の装置。
【請求項３０】
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　前記サイクロン分離器手段は、比較的高い速度の空気流中に位置決めされ、前記集塵器
手段は、比較的低い速度の空気流中に位置決めされている、請求項１～２９のうちいずれ
か一に記載の装置。
【請求項３１】
　前記装置は、エンジン又は真空掃除機と関連して用いられる、請求項１～３０のうちい
ずれか一に記載の装置。
【請求項３２】
　内燃エンジンに入る流体の流れから粒子を除去する装置であって、サイクロン分離器手
段と、２段静電式集塵器手段とを含み、前記サイクロン分離器手段と前記静電式集塵器手
段の両方は、実質的に前記流体の流れの経路中に位置決めされ、前記サイクロン分離器手
段は、少なくとも２つの同心状に設けられた軸方向サイクロン分離器要素を含む、装置。
【請求項３３】
　前記サイクロン分離器要素は、互いに流体連通状態にある、請求項３２記載の装置。
【請求項３４】
　前記サイクロン分離器要素は、分離効率が増大する順に互いに嵌合状態で位置決めされ
ている、請求項３２記載の装置。
【請求項３５】
　真空掃除機に入る流体の流れから粒子を除去する装置であって、サイクロン分離器手段
と、集塵器ユニットとを有し、前記サイクロン分離器手段は、効率が高くなる順に配置さ
れた少なくとも２つの同心状の軸方向サイクロン分離器要素を含む、装置。
【請求項３６】
　流体の流れから粒子を除去する装置であって、サイクロン分離器手段と、静電式集塵器
ユニットとを有し、前記集塵器は、前記粒子を引き付ける少なくとも１枚の帯電状態のプ
レートを有し、前記少なくとも１枚のプレートは、外側の前記サイクロン分離器要素の外
面に取り付けられ又はこれに隣接して配置されている、装置。
【請求項３７】
　前記サイクロン分離器手段は、互いに嵌合状態に位置決めされた複数個の軸流サイクロ
ン要素を含む、請求項３６記載の装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願に係る発明は、流体、特にガス流から固体粒子を分離する装置及び方法であって、
特に、流入空気流から固体粒子を濾過する手段として働くよう内燃エンジン又は真空掃除
機（ただし、必ずしもこれらには限定されない）と関連して用いられる装置及び方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の装置に関する問題は、空気流で運ばれる粒子がこの装置の前後において、大幅
なエネルギーの損失を生じない状態で効果的に除去されなかった場合、エンジンの作動が
悪影響を受ける場合があり且つ（或いは）真空掃除機の作動が十分に効率的でないという
ことにある。
【０００３】
　本発明の目的は、粒子を流体の流れから効率的に除去し、それにより流体の流れからの
粒子の効率的な除去を可能にすると共に清掃装置が用いられる装置の作動を向上させるこ
とができる手段を提供することにある。
【発明の開示】
【０００４】
　本発明の第１の観点では、流通する流体から粒子を除去することにより清掃を行う装置
であって、１つ又は２つ以上の入口及び流体の流れの案内手段を備えていて、実質的に流
体の流れの経路中に位置決めされたサイクロン分離器手段と、実質的に流れ中に位置決め
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された少なくとも１つの静電式集塵器手段とを有し、サイクロン分離器手段は、共通軸線
に沿って同心形態で設けられた少なくとも２つの軸流サイクロン分離器要素を含むことを
特徴とする装置が提供される。
【０００５】
　一実施形態では、各サイクロン要素は、外側分離器要素から見た順に、サイズが次々に
小さくなる粒子を流体の流れから除去することができるよう次第に高くなる分離効率を有
する。
【０００６】
　一実施形態では、入口は、所望の経路中の流体をサイクロン分離器手段内に案内するよ
う流体の流れに対して接線方向に設けられる。
【０００７】
　一実施形態では、多段静電式集塵器、代表的には２段集塵器が用いられる。
【０００８】
　一実施形態では、本装置は、内燃エンジンと関連して設けられ、システムに利用される
流体の流れは、内燃エンジンの作動を助けるよう内燃エンジンに向かって流れる空気流で
ある。
【０００９】
　変形実施形態では、清掃装置は、真空掃除機と関連して設けられる。
【００１０】
　一実施形態では、本装置は、本装置により流体の流れから除去された粒子を必要に応じ
て収集したり捨てたりすることができる収集手段、例えばホッパを有する。
【００１１】
　一実施形態では、流体の流れを差し向け、更に又電圧エミッタレールを収容した入口ダ
クトを有する。
【００１２】
　代表的には、負の電圧がエミッタレールに印加されて流体の流れ中の粒子に負の電圧を
与え、静電式集塵器の少なくとも１枚のプレートは、負に帯電した粒子をこれに引き付け
てかかる負に帯電した粒子を次の処分のために収集することができるよう正に帯電してい
る。
【００１３】
　代表的には、集塵器の１枚又は２枚以上のプレートは、負に帯電した粒子を同様に帯電
したプレートから集塵器の少なくとも１枚の正に帯電した粒子に向かって加速させるよう
負の電荷を帯びている。
【００１４】
　代表的には、複数枚の負に帯電したプレートと正に帯電したプレートは、集塵器の隣り
合うプレートが互いに逆の電荷を帯びるよう交互に配置されている。
【００１５】
　代表的には、サイクロン分離器手段は、エミッタレールと流体の流れに関して静電プレ
ートの前との中間に位置決めされており、その結果、流体の流れは、静電プレートに達す
る前にサイクロン分離器を通過するようになっている。
【００１６】
　変形実施形態では、集塵器は、サイクロン分離器手段の上流側に配置される。
【００１７】
　代表的には、サイクロン分離器手段は、流体が静電プレートまで流れるときに円形の流
体の流れを生じさせ、更に、サイクロン分離器により作られる回転流により、流体中の或
る特定のサイズ又はこれよりも大きなサイズの粒子をサイクロン分離器の外面に投げ付け
、それによりこれら粒子を流体の流れから除去することができる。これにより、サイクロ
ン分離器は、流体が静電プレートに達する前に大きな粒子を流体の流れから除去すること
ができる第１段フィルタとしての役目を果たすことができる。これは、流体の流れからの
粒子の除去効率を向上させるのに役立つ。
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【００１８】
　好ましくは、サイクロン分離器手段は、空気流の速度が比較的高いように配置され、集
塵器手段は、空気流の速度が比較的低い場所に配置される。
【００１９】
　一実施形態では、集塵器は、外側サイクロン分離器要素の外面に取り付けられた複数枚
のプレートを有する。
【００２０】
　本発明の別の観点では、内燃エンジンに入る流体の流れから粒子を除去する装置であっ
て、サイクロン分離器手段と、２段静電式集塵器手段とを含み、サイクロン分離器手段と
静電式集塵器手段の両方は、実質的に流体の流れの経路中に位置決めされ、サイクロン分
離器手段は、少なくとも２つの同心状に設けられた軸方向サイクロン分離器要素を含むこ
とを特徴とする装置が提供される。
【００２１】
　代表的には、サイクロン分離器要素は、共通軸線に取り付けられる。
【００２２】
　本装置の上述の実施形態のいずれの場合においても、静電式集塵器及び/又は軸方向サ
イクロン分離器の使用により、流体の流れからの粒子の除去が可能であり、それ故、かか
る粒子は、内燃エンジンに達するのが阻止されるので、軸方向サイクロン分離器及びこれ
に続く静電式集塵器の使用により、流体からの粒子について改善されると共に効率の高い
濾過が可能である。
【００２３】
　本発明の更に別の観点では、真空掃除機に入る流体の流れから粒子を除去する装置であ
って、サイクロン分離器手段と、集塵器ユニットとを有し、サイクロン分離器手段は、効
率が高くなる順に配置された少なくとも２つの同心状の軸方向サイクロン分離器要素を含
むことを特徴とする装置が提供される。
【００２４】
　一実施形態では、軸方向サイクロン分離器は、大きなサイズの粒子を流体が静電式集塵
器に達する前に流体の流れから除去することができるよう選択され、集塵器の制御は、選
択されたサイズの粒子を流体の流れから除去することができるように選択される。
【００２５】
　本発明の更に別の観点では、サイクロン分離器及び静電式集塵器を有する清掃装置であ
って、集塵器が外側のサイクロン分離器要素の外面に取り付けられた複数枚のプレートを
有することを特徴とする清掃装置が提供される。
【００２６】
　この組立体は、粒子、特に外側サイクロンの壁に投げ付けられなかった小さな粒子をプ
レートに引き付けるのに役立ち、それ故、これら小さな粒子も又流体の流れから除去する
ことができる。
【００２７】
　代表的には、集塵器のプレートは、静電気による引き付け及び機械的衝撃又は衝突によ
り粒子を収集し、時には、粒子の大部分をサイクロンの外壁に投げ付けるスワール誘起空
気流が極めて小さな粒子を分離することができない場合に必要である。かくして、本発明
によれば、プレートを循環し、質量の大きな粒子と同一の経路を辿らない粒子は、プレー
トへの衝突及びプレートへの静電気による引きつけにより空気流から効率的に除去される
。
【００２８】
　かくして、この組立体は、サイクロン分離器要素を１つ有しているにせよ複数個有して
いるにせよいずれにせよ、サイクロン分離器の任意の形態で有利に使用できる。
【００２９】
　本発明のこの特に有利な観点は、小さな粒子を効率的に除去するのに役立ち、これに対
し、先行技術の装置では、サイクロンの外壁に投げ付けられなかった粒子を分離すること
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ができる手段は存在しない。
【００３０】
　代表的には、どの実施形態であれ、サイクロン分離器手段は、比較的高い速度の空気流
中に位置決めされ、集塵器手段は、比較的速度の低い空気流中に位置決めされる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　次に、本発明の特定の実施形態について添付の図面を参照して説明する。
【００３２】
　図１ａ及び図１ｂに示すように、本発明の装置は、電気慣性式清掃装置であり、この実
施形態では、この装置は、システム４，９の本体から延びる入口管又はダクト１を有する
。この装置は、車両のこの場合、冷却用空気流を受け入れるようフロントに位置決めされ
るのが良く、この冷却用空気流は、高密度であって、高い酸素含有量を有し、その結果、
車両内の内燃エンジンに供給されると、効率の良い燃焼が行われる。しかしながら、かか
る空気流は、比較的「清浄な」形態でエンジンに供給される必要なく、したがって、空気
流が清掃装置の下流側に位置するエンジン（図示せず）に達したときに利点が得られる。
【００３３】
　入口管の他の目的は、高電圧エミッタレール２のマウントとなることにある。入口管は
、空気流を受け入れるのに必要な任意形状又は形態のものであって良い。
【００３４】
　取り外し可能なホッパ１０により、装置によって空気流から除去された粒子を適切な点
検整備間隔で又は一杯になったときに排出することができる。
【００３５】
　入口管１、入口部品４及び本体９は、構成上、システム内の空気を低温状態に保つと共
にエンジンベイからの熱に耐えるために高い撓み温度を有するポリマーで作られるのが良
い。
【００３６】
　入口４は、ねじ連結部により本体９に連結されている。図１０及び特徴部２５が、ねじ
山を示している。これにより、必要な締結具が不要であり、組立て時間及びコンポーネン
トに要する費用が減少し、しかも、必要な場合のあるシステムのクリーニングのための迅
速な分解が可能である。気密シールを形成するゴムシール３９が、図２に示すように入口
４と本体９との間に配置されている。
【００３７】
　粒子の初期イオン化が、電線３を介して負の電圧がエミッタレール２に印加される入口
４で生じる。負の電圧により十分に帯電した粒子は、多段静電式集塵器の正に帯電したプ
レート６に付着して集まる。プレート７は、負に帯電しており、粒子を正に帯電したプレ
ートに向かって反発する静電場が作られる。プレートの間隔は、アーキングを回避するの
に十分であり、これらプレートが取り付けられたサイクロン案内要素５によって絶縁され
ている。これらプレートは、案内５の中央を通って延びる２本の電線１１，１２を介して
正の高電圧供給源及び負の高電圧供給源にそれぞれ接続されている。
【００３８】
　図５に示すように、穴１７により、電線は、高電圧供給源まで延びることができる。電
線の本数を減少させるために、接続レール３５，３６が、図２に示すように入口２０の下
に位置するプレートから入口２０の上に位置するプレートに電圧を供給する。ゴム絶縁体
３７が、プレート相互間のアーキングを阻止する。
【００３９】
　図１２及び図１３に示すように、特徴部４０，４１によりプレートをサイクロン案内要
素５に組み付けることができる。これら特徴部４０，４１は、突起２１上に位置するよう
回されることによって定位置にロックされる。図１３は、負に帯電したプレート７のスパ
イク付きの形状を示している。これは、プレートからのコロナ放電を増大させるためであ
り、これにより、粒子の一層のイオン化が収集効率を助けることができる。プレート６，
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７は、理想的には、非腐食性金属、例えばステンレス鋼で作られる。
【００４０】
　静電式集塵器及びプレートの収集効率は、空気流が増大するにつれて減少するので、シ
ステム内の粒子が最初に負の電荷を得て、次に正に帯電したプレートにくっついて集まる
ほど、システム内の粒子の残留時間が十分である場合に効果的な収集が期待される。２段
静電式集塵器が、１０，０００ボルトＤＣのオーダの電圧で粒子を収集するのに有効であ
る。
【００４１】
　プレート上への粒子の堆積を阻止すると共に潜在的な粒子の同伴を阻止するために、高
電圧供給源が、車両エンジン制御ユニット（ＥＣＵ）に組み込まれている。回路が、空気
流が２つの軸方向サイクロン分離器を介して粒子をパージすることができるほど多い場合
に切れる。粒子が回路の切断に起因してこれら粒子の電荷を失うので、空気流は、粒子を
清掃し、それによりケーキング及び他の望ましくない影響が阻止される。
【００４２】
　図３及び図４に示すエミッタレールは、単一部品構成のものであり、多くのエミッタ箇
所からのコロナ放電を最大にするよう多くのエミッタ箇所を必要とする。材料は、好まし
くは、非腐食性金属、例えばステンレス鋼である。入口管２のプラスチック構成により、
エミッタレールが絶縁され、エミッタレールカバー１５は、偶発的な接触が起こるのを阻
止する。高電圧の電線３は、エミッタレールを負のＤＣ高電圧に接続している。
【００４３】
　入口４は、本発明の一実施形態によれば、図６及び図７に示されているように空気をサ
イクロン分離器要素５に導入する接線方向突起から成っている。図６及び図７は、スワー
ルをガス流に生じさせる螺旋案内要素２２の形状を示している。これは、最初の分離段で
あり、遠心力を受けた大きな粒子は、本体９の壁に投げ付けられ、図１０に示されている
ように大きなスリット２４を通って出る。これは、小さな内側サイクロンに入る前に大き
な粒子を除去するのに役立ち、内側サイクロンのハウリング及び不適正な作動が阻止され
る。
【００４４】
　粒子は、ホッパ１０に集まり、このホッパは、本体９に嵌まっており、図１２に示すよ
うに、ゴムシール３８との締り嵌めによって密封されている。サイクロン案内要素５は、
図５に示されているように部材１８に設けられていて、正確な組立てを保証する位置決め
スリット２７を有している。図１０は、サイクロン分離器要素５の端部が固定状態で嵌め
込まれる位置決めスロット２９を示している。
【００４５】
　流動しているガスは、出口１３を通って出るためには図２に示されているように入口２
０を通過しなければならない。これは、第２の軸方向サイクロン分離器要素の入口であり
、その目的は、静電気による収集量が少ない場合に高い空気流速度で１０ミクロンのオー
ダの小さな粒子を分離することにある。入口２０は、粒子を反発する負に帯電したプレー
ト７によって保護されている。入口は、粒子にとってプレートに付着して集まるのに要す
る時間があるように入口から十分遠くに位置決めされ、かくして、内側サイクロンに入る
粒子の量が減少する。
【００４６】
　図８及び図９は、サイクロン分離器要素５の内部に嵌まり、スワール流れを湾曲した螺
旋特徴部３０に起因してガスに生じるようにする第２のサイクロン案内要素５１を示して
いる。正しい組立てを保証する特徴部３２が、サイクロン分離器要素５内に位置する。
【００４７】
　突起３１は、生じた渦を安定化させ、渦が粒子をパージする前に壊れないようにする。
遠心力を受け、サイクロン分離器要素の内壁に投げ付けられた粒子は、図１１に示されて
いるようにスリット２７を通って出る。図１０は、清浄なガス流を抽出するよう本体９内
に延びる突起２８を示している。ホッパ１０は、パージされた粒子が再同伴を生じること
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なく下降することができるようテーパしている。
【００４８】
　２つの軸方向サイクロン分離器要素により、小さな粒子を高い空気流速度でパージする
ことができ、システムの詰まりが決して起こることが無いようにするような旋回羽根は使
用されない。
【００４９】
　システム中の圧力降下を一段と減少させるために、旋回流を層流の状態に戻すために圧
力回復羽根が出口１３に組み込まれるのが良い。これは、オプションとしてのコンポーネ
ントであり、システムの意図した用途で決まる。
【００５０】
　システムのサイズ及びサイクロン案内分離器要素５と本体９の比率は、種々のエンジン
要件に適合するよう変更可能である。同様に、入口４と出口１３のサイズも又様々であっ
て良い。
【００５１】
　静電式集塵器及び軸流サイクロン分離器手段を、効率が増大する順に共通軸線に沿って
同心状に設けられた分離器要素と組み合わせて用いることが、小さな粒子を比較的少ない
エネルギー消費量でガス流から効果的に除去できるということを示していることは、理解
されるべきである。これら利点は、濾過材をエンジン用途に用いる必要性が無くなり又は
濾過材が本発明の装置と関連して既に用いられている場合、エネルギー消費量を過度にし
ないで濾過材の寿命が大幅に延びることを意味している。
【００５２】
　次に、図１４及び図１５を参照すると、ガス流５４中の粒子Ｚ，Ｙをガス流がサイクロ
ン分離器要素５の外面５１に取り付けられた静電式集塵器プレート５３を通過するときに
ガス流から分離することができる仕方が示されている。図１５では、１つのサイクロン分
離器要素５が設けられ、これに対し、図１４では、２つの共通軸線方向に取り付けられた
分離器要素５，８が設けられている。
【００５３】
　大きな粒子Ｚをサイクロン分離器要素５によってもたらされる流れによってガスからど
のように分離するかが示されている。小さな粒子Ｙは、静電プレート５３への引き付け及
びこれへの衝突によってガス流から分離される。この装置は又、清掃装置を通って空気流
を生じさせることができる吸引手段と併用でき、この吸引手段は、例えば、エンジンモー
タ又はファンであるのが良い。この装置は、必要に応じて別の清掃媒体５５を更に有する
のが良い。
【００５４】
　図１４及び図１５の構成は、本発明の一観点では、単一又は多数のサイクロン分離器要
素を備えるのが良い。外側サイクロン案内要素５の外面５１は、静電式集塵器の１枚又は
２枚以上のプレートを取り付けるために用いられ、これらプレートは、プレートを通る流
体の流れ中に含まれている粒子をプレートに引き付けるようにするような電荷を帯びる。
したがって、これにより、粒子、特に小さい粒子をプレートにくっつけて集めることがで
き、それ故、これら粒子を流体の流れから除去することができ、この場合、そのようにす
るためにサイクロン分離手段は用いられない。これは、小さな粒子に関して特に有利であ
ることが判明している。というのは、ときには、小さな粒子をサイクロン分離器手段によ
って効果的には除去できないことが判明しているからである。
【００５５】
　かくして、静電式集塵器とサイクロン分離手段の両方を組み合わせて用いることにより
、それぞれの装置を用いて小さい粒子と大きい粒子を流体の流れから除去することができ
る。プレートを外側のサイクロン案内要素の外面に設けることは、小さい粒子を流体の流
れから除去するのに特に効果的であることが判明した。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
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【図１ａ】実施形態としての装置の詳細図である。
【図１ｂ】図１ａに記載された装置のコンポーネントの分解組立図である。
【図２】本装置の入口管が取り外された状態の装置の断面図である。
【図３】本装置のエミッタレールの平面図である。
【図４】図３のエミッタレールの側面図である。
【図５】本装置の入口の平面図である。
【図６】本発明の一実施形態としてのサイクロン案内要素の平面図である。
【図７】図６のサイクロン案内要素の側面図である。
【図８】内側のサイクロン案内要素の平面図である。
【図９】内側のサイクロン案内要素の側面図である。
【図１０】サイクロン分離器の外側ケーシングの断面図である。
【図１１】図１０のケーシングの平面図である。
【図１２】粒子収集プレートの平面図である。
【図１３】エミッタプレートの平面図である。
【図１４】本発明の一実施形態の構成を概略的に示す図である。
【図１５】本発明の別の実施形態の構成を概略的に示す図である。

【図１ａ】 【図１ｂ】
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【図２】 【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】

【手続補正書】
【提出日】平成21年1月22日(2009.1.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流通する流体から粒子を除去することにより清掃を行う装置であって、１つ又は２つ以
上の入口及び流体の流れの案内手段を備えていて、実質的に前記流体の流れの経路中に位
置決めされたサイクロン分離器手段と、実質的に前記流れ中に位置決めされた少なくとも
１つの静電式集塵器手段とを有し、前記サイクロン分離器手段は、共通軸線に沿って同心
形態で設けられた少なくとも２つの軸流サイクロン分離器要素を含み、サイクロン分離器
要素が、前記２つの軸流サイクロン分離器要素相互間に設けられている、装置。
【請求項２】
　前記サイクロン分離器要素は、外側の前記サイクロン分離器要素から内側の前記サイク
ロン分離器要素まで分離効率が高くなる順に互いに嵌合状態で配置されている、請求項１
記載の装置。
【請求項３】
　第１の内側の前記サイクロン分離器要素の入口が、第１の外側の前記サイクロン分離器
要素の入口に対して実質的にオフセットした状態で位置決めされている、請求項１記載の
装置。
【請求項４】
　前記装置は、内燃エンジンへの空気流と関連して用いられる、請求項１記載の装置。
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【請求項５】
　前記集塵器は、コロナ放電を増大させる少なくとも２つのエミッタ箇所を有する、請求
項１記載の装置。
【請求項６】
　前記静電式集塵器手段の一段は、少なくとも１つのエミッタレールである、請求項５記
載の装置。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのエミッタレールは、負に帯電している、請求項６記載の装置。
【請求項８】
　前記装置は、流体の流れを前記装置中に差し向ける少なくとも１つの入口ダクトを有す
る、請求項１記載の装置。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのエミッタレールは、前記少なくとも１つの入口ダクト内に収容さ
れた状態で、前記少なくとも１つの入口ダクト内を流れる粒子に負の電荷を与える、請求
項８記載の装置。
【請求項１０】
　前記静電式集塵器手段の一段は、１枚又は２枚以上のプレートを設けたものである、請
求項４記載の装置。
【請求項１１】
　前記プレートのうちの少なくとも１枚は、正に帯電している、請求項１０記載の装置。
【請求項１２】
　前記プレートのうちの少なくとも１枚は、前記流れ中の負に帯電した粒子を前記少なく
とも１枚の正に帯電したプレートの方に推進させるよう負に帯電している、請求項１０記
載の装置。
【請求項１３】
　少なくとも２枚の負及び正に帯電したプレートが設けられ、前記プレートは、隣り合う
前記プレートが互いに逆の電荷を帯びるよう交互に配置されている、請求項１２記載の装
置。
【請求項１４】
　前記プレートは、前記外側のサイクロン分離器要素の外面に取り付けられている、請求
項１０記載の装置。
【請求項１５】
　前記サイクロン分離器手段は、前記静電式集塵器手段の第１段と第２段の中間に配置さ
れている、請求項１記載の装置。
【請求項１６】
　前記１つ又は２つ以上のサイクロン分離器要素は、前記サイクロン分離器要素中を流れ
る前記流体に螺旋流体流れを生じさせ、その結果生じた遠心力により、前記流体中に含ま
れた粒子の少なくとも一部分が前記サイクロン分離器手段を包囲した壁に衝突し、それに
より前記流体の流れから前記粒子の一部分が除去される、請求項１記載の装置。
【請求項１７】
　各前記サイクロン分離器要素は、前記サイクロン分離器要素内の前記流体のサイクロン
運動を生じさせると共にこれを維持する壁及び少なくとも１つのサイクロン案内手段を有
する、請求項１６記載の装置。
【請求項１８】
　前記サイクロン分離器手段により生じた前記流体の流れの少なくとも一部が、前記静電
式集塵器手段の前記第２段を掃流する、請求項１５記載の装置。
【請求項１９】
　前記集塵器は、所与の期間にわたりターンオフされ、それにより前記プレートと関連し
た電荷が除かれる、請求項１記載の装置。
【請求項２０】
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　前記プレートに供給される電流は、前記流体の流れの速度が或る特定のレベルに達する
と、遮断される、請求項１９記載の装置。
【請求項２１】
　前記プレートは、サイクロン分離器要素に取り付けられている、請求項１１記載の装置
。
【請求項２２】
　電流を前記プレートに供給する電線が、前記第１のサイクロン案内手段内に配置されて
いる、請求項２１記載の装置。
【請求項２３】
　前記第１のサイクロン案内手段は、互いに逆符号に帯電した前記プレート相互間のアー
キングを阻止する絶縁状態の接続レール手段を有する、請求項２２記載の装置。
【請求項２４】
　前記集塵器手段は、第１のサイクロン分離器要素と第２のサイクロン分離器要素との間
に配置されている、請求項１記載の装置。
【請求項２５】
　前記静電式集塵器手段の第２段の前記プレートは、前記プレートが取り付けられた前記
第１の外側サイクロン案内手段から軸方向に延びており、前記プレートは、前記第１及び
/又は前記第２のサイクロン分離器手段を通って流れる流体と接触関係をなすよう内方と
外方の両方に延びている、請求項２４記載の装置。
【請求項２６】
　前記サイクロン集塵器プレートは、形状が実質的に環状である、請求項２５記載の装置
。
【請求項２７】
　前記装置は、前記流体の流れから除去された粒子の収集に適したホッパ手段を有する、
請求項１記載の装置。
【請求項２８】
　前記ホッパ手段は、前記流体の流れから除去された前記粒子が前記流体の流れに再び入
るのを阻止するようテーパしている、請求項２７記載の装置。
【請求項２９】
　前記少なくとも１つの入口ダクト及び/又は前記１つ又は２つ以上のサイクロン分離器
要素は、前記装置内の前記流体を低温状態に保つのに十分に高い撓み温度を有する１種類
又は２種類以上のポリマーで構成されている、請求項１記載の装置。
【請求項３０】
　前記サイクロン分離器手段は、比較的高い速度の空気流中に位置決めされ、前記集塵器
手段は、比較的低い速度の空気流中に位置決めされている、請求項１～２９のうちいずれ
か一に記載の装置。
【請求項３１】
　前記装置は、エンジン又は真空掃除機と関連して用いられる、請求項１～３０のうちい
ずれか一に記載の装置。
【請求項３２】
　内燃エンジンに入る流体の流れから粒子を除去する装置であって、サイクロン分離器手
段と、２段静電式集塵器手段とを含み、前記サイクロン分離器手段と前記静電式集塵器手
段の両方は、実質的に前記流体の流れの経路中に位置決めされ、前記サイクロン分離器手
段は、少なくとも２つの同心状に設けられた軸方向サイクロン分離器要素を含み、サイク
ロン分離器要素が、前記２つの軸流サイクロン分離器要素相互間に設けられている、装置
。
【請求項３３】
　前記サイクロン分離器要素は、互いに流体連通状態にある、請求項３２記載の装置。
【請求項３４】
　前記サイクロン分離器要素は、分離効率が増大する順に互いに嵌合状態で位置決めされ
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ている、請求項３２記載の装置。
【請求項３５】
　真空掃除機に入る流体の流れから粒子を除去する装置であって、サイクロン分離器手段
と、集塵器ユニットとを有し、前記サイクロン分離器手段は、効率が高くなる順に配置さ
れた少なくとも２つの同心状の軸方向サイクロン分離器要素を含み、サイクロン分離器要
素が、前記２つの軸流サイクロン分離器要素相互間に設けられている、装置。
【請求項３６】
　流体の流れから粒子を除去する装置であって、サイクロン分離器手段と、静電式集塵器
ユニットとを有し、前記集塵器は、前記粒子を引き付ける少なくとも１枚の帯電状態のプ
レートを有し、前記少なくとも１枚のプレートは、外側の前記サイクロン分離器要素の外
面に取り付けられ又はこれに隣接して配置されている、装置。
【請求項３７】
　前記サイクロン分離器手段は、互いに嵌合状態に位置決めされた複数個の軸流サイクロ
ン要素を含む、請求項３６記載の装置。
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